
入院時食事療養（Ⅰ）に関する掲示 
 

 

 

【入院時食事療養（Ⅰ）について】 

当院の食事につきましては、管理栄養士による管理を行い、患者様の病

状に応じた食事、適切な時間(夕食については18時以降)、適切な温度に

て提供させていただいております。 

 

〇提供時間 

朝食 8：00～  昼食 12：00～ 夕食 18：00～ 

 

【当院の体制】 

・ 管理栄養士が入院患者様の栄養管理を行っています 

・ 医師の指示に基づき、治療食の提供を行っています。 

・ 衛生管理基準に基づき、安全な食事を提供しています 

・ 献立は栄養バランスに配慮し、適切なエネルギー量を確保しています 

 

 

【食事療養費について】 

入院時食事療養費は、厚生労働省の定める基準に基づき、患者様の負

担額が決められています。 

※負担額は保険種別や減額認定証の有無により異なります。 

 

 

【患者様へのお願い】 

食物アレルギーや食事制限がある場合は、必ず入院時にスタッフへお知

らせください。 
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